
２ 日 ソ 連 発 第 １ ４ ６ 号 

令和   2 年  １１月４  日 

 

加盟団体理事長 様 

 

（公財）日本ソフトテニス連盟 

会 長    安 道 光 二 

( 公 印 省 略 ) 

 

 

 令和 2年度 1級審判検定会について（ご案内） 

 

 

 標題について、下記のとおり実施いたしますので、貴連盟関係者の参加につきましてご協力をいた

だきたくお願い申し上げます。 

記 

 

【東日本会場】 

１． 日 時 令和 3年 1月 9日（土）～10日（日） 

《9日：12時 30分受付/昼食は各自ですませてからお集まりください》 

 

２．会 場 大森スポーツセンター 

        《集合場所》大森スポーツセンター   ＴＥＬ:03-5763-1311     

東京都大田区大森本町 2-2-5  

《集合場所交通最寄駅》 京浜急行本線平和島駅下車徒歩約 6分 

      《宿泊場所》アワーズイン阪急シングル館(全室禁煙)  ＴＥＬ:03-3775-6121 

 品川区大井 1-50-5 

      ＊予約は日本連盟で手配しますので締切日を厳守願います。 

    《夜間講習》きゅりあん品川(品川区立総合区民会館)大井町駅前 TEL:03-5479-4100. 

        

３．受講料 受講料  3,000円 

      宿泊料  7,400円（1泊朝食付き）夜間講習もあり、宿泊が原則です。 

       

＊受付時に受講料・宿泊料あわせて徴収いたします。お釣りのないようご準備願います 

      なお、「Go To トラベル」キャンペーンをご利用される場合は、各自でお申し込みくだ

さい。12 月 4 日締切日後の宿泊希望は、受け付ける事ができませんのでご承知おきく

ださい。 

 

４．申 込 所定の添付用紙「公認審判員規程施行細則」（別表 2）により、 

令和 2年 12月 4日（金）までに、（公財）日本ソフトテニス連盟事務局宛 

 

 



 

 

【西日本会場】 

１． 日 時 令和 3年 2月 13日（土）～14（日） 

《13日：12時 30分受付/昼食は各自ですませてからお集まりください》 

 

２．会 場 今治市営スポーツパーク    

  《集合場所》 今治市営スポーツパーク  TEL:0898-35-4111        

愛媛県今治市高橋ふれあいの丘１－２新都市第一地区 

《宿泊場所》 今治プラザホテル  TEL:0898-25-2500   

今治市別宮町１－３－３５  

      《集合場所交通最寄駅》 予讃線今治駅からバス乗車 15分 イオンモール今治新都市下車 

 

３．受講料 受講料  3,000円 

      宿泊料  6.600円（1泊朝食付き）夜間講習もあり、宿泊が原則です。 

      

＊受付時に受講料・宿泊料あわせて徴収いたします。お釣りのないようご準備願います 

      なお、「Go To トラベル」キャンペーンをご利用される場合は、各自でお申し込みくだ

さい。1月８日締切日後の宿泊希望は、受け付ける事ができませんのでご承知おきくだ

さい。 

 

４．申 込 所定の添付用紙「公認審判員規程施行細則」（別表２）により、 

令和 3年 1月 8日（金）までに、（公財）日本ソフトテニス連盟事務局宛 

 

【共通項目】 

１．所持品 ソフトテニスハンドブック・ワッペン・イエローカード・筆記用具・ラケット・体育館

シューズ・ソフトテニスのできる服装 

２．注意事項 

     （１）全日程参加すること。 

     （２）試験が実施されるが、成績不良者は不合格となる。 

     （３）ソフトテニスハンドブックおよび審判技術ＤＶＤにて十分学習しておくこと。 

     （４）筆記試験は、現場で起こる実践的な問題や常識問題を中心に行う。 

        実技試験は、正審及び副審に関る審判実技を行う。２級審判員ワッペン着用及びイ

エローカードを持参すること。特に正審はコールのタイミングや声の大きさ、副審

は構えの姿勢、サイン、コールの仕方、正審と副審との連携等をチェックします。 

     （５）合否の判定は、後日に各支部を通じて行う。 

     （６）一日目の昼食は各自で済ませてから集合する。 

     （７）二日目の昼食は一括して注文するので各自用意する必要はありません。 

３．お願い（１）参加者に対する旅費補助はありません。 

     （２）各都道府県からの検定会参加者は２名までを原則とします。（定員５０名） 

（３）全員プレーにご協力下さい。 

☆ 貴支部「審判担当者」には、メールやＦＡＸにてご回送いただき周知方お願い申し上げます。 


